
令 和 ６ 年 ６ 月 議 会 

議 案 説 明 資 料 

○議案第 111 号  令和６年度福岡市一般会計補正予算案（第１号） 

○議案第 112 号  令和６年度福岡市市債管理特別会計補正予算案（第１号） 

○議案第 113 号  福岡市市税条例の一部を改正する条例案 

○議案第 130 号  福岡市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

○議案第 131 号  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 

第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍 

隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の 

地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に 

関する条例の一部を改正する条例の専決処分について 

財  政  局 



議案第111号

　令和６年度　福岡市一般会計

歳　　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

5,858,331

5,000,000 5,858,331

２３

項

858,331合　　　計

5,000,000 858,3313 繰 入 金 １
財 政 調 整
基金繰入金

１
財 政 調 整
基 金 繰 入 金

予算案

説明書

ページ

目款
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補正予算案　（第１号）

千円

財 政 調 整
基 金 受 入 金

１

金　　　額

858,331 福岡市財政調整基金条例に基づく基金受入金の追加

説 明

節

区 分
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議案第112号

　令和６年度　福岡市市債管理特別会計

歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

歳 出 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

60,001,333 46,000 60,047,333合　　　　計

一 般 会 計
繰 出 金

60,001,333 46,000 60,047,333

ページ

１ 繰 出 金 　１
他 会 計
繰 出 金

　１

説明書 款 項 目

60,001,333 46,000 60,047,333

46,000 60,047,333

ページ

８ 1 市 債 1 市 債 １

説明書 款 項 目

１０

～

１１

一 般 会 計 債 60,001,333

予算案

合　　　　計

予算案
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補正予算案（第１号）

千円

千円 千円

市債収入金繰出金の追加

〔関連歳入〕

（１） 市債 46,000 千円

こども育成債

２ こ ど も 育 成 債 46,000 児童福祉施設整備債の追加

46,000２７ 繰 出 金

区 分 金 額
説 明

節

区 分 金 額

説 明

節

区 分 金 額
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議案第 113 号 

 

福岡市市税条例の一部を改正する条例案 

 

 

 地方税法の改正等に伴い、福岡市市税条例（以下「市税条例」という。）の一部を改正す

る必要があることから、条例改正を行うもの。 

 

 

１  改正内容  

（1）固定資産税等に係る「わがまち特例」の見直しに伴う規定の整備（附則第 27 条） 

地方税法の改正により、固定資産税及び都市計画税について、地域決定型地方税制特

例措置（通称「わがまち特例」）の特例割合の見直し等が行われたことに伴い、市税条

例において当該特例割合を定めるもの。 
 

（2）新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告

に係る規定の整備（第 50 条） 

地方税法の改正により、新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようと

する者がすべき申告について、特例が創設されたことに伴い、市税条例においても同様

に規定の整備を行うもの。 

 

（3）給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化に伴う規定の整備（第 23 条の３） 

地方税法の改正により、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項が簡素化された

ことに伴い、市税条例においても同様に規定の整備を行うもの。 

 

（4）その他規定の整備（第 38 条、第 44 条の４、附則第 24 条、附則第 26 条） 

地方税法施行規則等の改正に伴い生じた項ずれ等について、規定の整備を行うもの。 

 

２ 施行期日 

（1） 第 44条の４、第 50条、附則第 24条、附則第 26条、附則第 27条・・ 公布の日 

（2） 第 23条の３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  令和７年１月１日 

（3） 第 38条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  令和７年４月１日 
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  地方税法の改正により、固定資産税等について、地域決定型地方税制特例措置

（通称「わがまち特例」）の特例割合の見直し等が行われたことに伴い、市税条例

において当該特例割合を定めるもの。 

１ 「わがまち特例」について 

国が定める地方税制の特例措置について、国が法律で一律に定めていた特例割

合を地方自治体が自主的に判断し、法で定める上限と下限の範囲内で、条例で決

定できるようにする仕組み。福岡市では、現在 12項目について市税条例に軽減割

合を定めている。 

２ 地方税法及び市税条例の改正概要 

（１） 再生可能エネルギー発電設備

①太陽光発電設備に係る課税標準の特例の見直し

対象をソーラーカーポート補助金の対象となる一定の太陽光発電設備から、

ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備等に変更したうえで、適用期限を

２年延長するもの。 

②バイオマス発電設備に係る課税標準の特例の見直し

出力が 10,000ｋW 以上 20,000ｋW未満のバイオマス発電設備のうち、一般木質・

農作物残さ区分に該当する一定の発電設備について、特例割合を縮減したうえで、

適用期限を２年延長するもの。 

③再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例割合の見直し

再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、市税条例に規定する特定再生可能

エネルギー発電設備に係る特例割合を、これまでの参酌基準から最大の軽減措置

となる最小割合に改正するもの。 

固定資産税等に係る「わがまち特例」の見直しに伴う規定の整備 

＜イメージ＞ペロブスカイト太陽電池

※軽量かつ柔軟性を持つ次世代型太陽電池

であり、従来型では設置困難な耐荷重が

小さい屋根や壁面等の場所への設置導入

が見込まれる。令和７年に実用化予定。
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【現行】 

特定再生可能 

エネルギー発電設備

地方税法 出力及び特例割合 

（括弧書の範囲内で条例で設定） 
福岡市 特例割合 

太陽光 
1,000ｋW未満 （1/2～5/6） 2/3（1/3軽減） 

1,000ｋW以上 （7/12～11/12） 3/4（1/4軽減） 

バイオマス 

（20,000ｋW未満） 

10,000ｋW未満 （1/3～2/3） 1/2（1/2軽減） 

10,000ｋW以上 （1/2～5/6） 2/3（1/3軽減） 

風力 
20ｋW未満 （7/12～11/12） 3/4（1/4軽減） 

20ｋW以上 （1/2～5/6） 2/3（1/3軽減） 

地熱 
1,000ｋW未満 （1/2～5/6） 2/3（1/3軽減） 

1,000ｋW以上 （1/3～2/3） 1/2（1/2軽減） 

水力 
5,000ｋW未満 （1/3～2/3） 1/2（1/2軽減） 

5,000ｋW以上 （7/12～11/12） 3/4（1/4軽減） 

【改正案】 

特定再生可能 

エネルギー発電設備
地方税法 出力及び特例割合 福岡市 特例割合 

太陽光 改正なし 
1/2 （1/2軽減） 

7/12（5/12軽減） 

バイオマス 

（20,000ｋW未満） 

10,000ｋW未満 （1/3～2/3） 1/3 （2/3軽減） 

10,000ｋW以上 

下記以外 （1/2～5/6） 1/2 （1/2 軽減） 

一般木質・

残さ区分 
（11/14～13/14） 

11/14 

（3/14 軽減） 

風力 

改正なし 

7/12（5/12軽減） 

1/2 （1/2 軽減） 

地熱 
1/2 （1/2軽減） 

1/3 （2/3 軽減） 

水力 
1/3 （2/3軽減） 

7/12（5/12 軽減） 

※令和６年４月１日から令和８年３月 31日までの間に新たに取得されたものに限り、

３か年度分の固定資産税の軽減措置を行うもの。
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（２） 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出

滞在快適性等向上区域（「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を目指す区域）内

において、都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業（一体型ウォーカブ

ル事業）の実施主体が、当該事業により整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税

及び都市計画税の課税標準の特例措置（最初の５年間）について、わがまち特例の規定を設

けるもの。 

地方税法 福岡市 特例割合 

１／２を参酌基準として１／3 以上２／３以下

の範囲内において市町村の条例で定める割合

１／２

（１／２を軽減）

※令和６年４月１日から令和８年３月 31日までの間に新たに取得されたものに限る。

（３） 企業主導型保育事業

子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設（特定事

業所内保育施設）の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標

準の特例措置を廃止するもの。 

＜イメージ＞※福岡市の事例ではない
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地方税法の改正により、新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額

措置について、区分所有者ごとの申告を省略するため、マンション管理組合の管理

者等から市町村長に必要書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められ

る場合には、当該減額措置を適用することができることとされたことに伴い、市税

条例においても同様に規定の整備を行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地方税法の改正により、扶養親族等申告書に記載すべき事項がその年の前年の申

告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がな

い旨の記載によることができることとされたことに伴い、市税条例においても同様

に規定の整備を行うもの。 

 
新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を 
受けようとする者がすべき申告に係る規定の整備 

 
給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化に伴う規定の整備 

行政庁 マンション管理組合
の管理者等 

区分所有者 
（納税義務者） 課税庁 

特例の適用 
を判定 

現行制度 今回の改正により追加 

認定 
通知書 

申告書 
認定通知書 

特例の適用 
を判定 

行政庁 マンション管理組合
の管理者等 

区分所有者 
（納税義務者） 課税庁 

認定 
通知書 

認定 
通知書 

認定 
通知書 
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新旧対照表 

福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号） 

改正前 改正後 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書) 

第23条の３ 略 第23条の３ 略 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定に

よる申告書を給与支払者を経由して提出する場

合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該給与支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の３の２第１項の

規定による申告書(その者が当該前年の中途に

おいて次項の規定による申告書を当該給与支払

者を経由して提出した場合には、当該前年の最

後に提出した同項の規定による申告書)に記載

した事項と異動がないときは、給与所得者は、

施行規則で定めるところにより、前項又は法第3

17条の３の２第１項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又

は法第317条の３の２第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

２ 前項  又は法第317条の３の２第１項の規定

による申告書を提出した給与所得者で市内に住

所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場

合には、前項  又は法第317条の３の２第１項の

給与支払者からその異動を生じた日後最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、その異動の

内容及び施行規則第２条の３の３第２項各号に

掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払

者を経由して、市長に提出しなければならない。 

３ 第１項又は法第317条の３の２第１項の規定

による申告書を提出した給与所得者で市内に住

所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場

合には、第１項又は法第317条の３の２第１項の

給与支払者からその異動を生じた日後最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、その異動の

内容及び施行規則第２条の３の３第２項各号に

掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払

者を経由して、市長に提出しなければならない。 

３ 前２項        の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべき給

与支払者に受理されたときは、その申告書は、

その受理された日に市長に提出されたものとみ

なす。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべき給

与支払者に受理されたときは、その申告書は、

その受理された日に市長に提出されたものとみ

なす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

施行令第48条の９の７の２において準用する施 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

施行令第48条の９の７の２において準用する施 
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改正前 改正後 

行令第８条の２の２に規定する要件を満たす場

合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を

電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

て施行規則第２条の３の４第２項に定めるもの

をいう。次条第４項及び第35条の５第３項にお

いて同じ。)により提供することができる。 

行令第８条の２の２に規定する要件を満たす場

合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を

電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

て施行規則第２条の３の４第２項に定めるもの

をいう。次条第４項及び第35条の５第３項にお

いて同じ。)により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給

与支払者が提供を受けたとき」と、「受理され

た日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給

与支払者が提供を受けたとき」と、「受理され

た日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告) 

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告) 

第38条 法第348条第２項第９号、第９号の２若し

くは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資

産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置す

る医療関係者の養成所において直接教育の用に

供するものに限る。)について同項本文の規定の

適用を受けようとする者は、土地については第

１号及び第２号に、家屋については第３号及び

第４号に、償却資産については第４号及び第５

号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、

家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校

法(昭和24年法律第270号)第64条第４項 の法

人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教

法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置する

もの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公

的医療機関の開設者、施行令第49条の10第１項

に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、一般社団法人(非営利型法人に該当

するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営

利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法

人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保

険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国

家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合

連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士その他 

第38条 法第348条第２項第９号、第９号の２若し

くは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資

産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置す

る医療関係者の養成所において直接教育の用に

供するものに限る。)について同項本文の規定の

適用を受けようとする者は、土地については第

１号及び第２号に、家屋については第３号及び

第４号に、償却資産については第４号及び第５

号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、

家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校

法(昭和24年法律第270号)第152条第５項の法

人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教

法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置する

もの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公

的医療機関の開設者、施行令第49条の10第１項

に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、一般社団法人(非営利型法人に該当

するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営

利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法

人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保

険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国

家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合

連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士その他 
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改正前 改正後 

同条第２項に規定する医療関係者の養成所を設

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法

人で図書館を設置するもの、公益社団法人若し

くは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法

(昭和26年法律第285号)第２条第１項の博物館

(以下「博物館」という。)を設置するもの又は

公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研

究を目的とするもの(以下この条において「学校

法人等」という。)の所有に属しないものである

場合には、当該土地、家屋又は償却資産を当該

学校法人等に無料で使用させていることを証明

する書面を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

同条第２項に規定する医療関係者の養成所を設

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法

人で図書館を設置するもの、公益社団法人若し

くは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法

(昭和26年法律第285号)第２条第１項の博物館

(以下「博物館」という。)を設置するもの又は

公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研

究を目的とするもの(以下この条において「学校

法人等」という。)の所有に属しないものである

場合には、当該土地、家屋又は償却資産を当該

学校法人等に無料で使用させていることを証明

する書面を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（1）～（5） 略 （1）～（5） 略 

  

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等

に対する固定資産税の減額の適用を受けようと

する者がすべき申告) 

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等

に対する固定資産税の減額の適用を受けようと

する者がすべき申告) 

第44条の４ 法第352条の３の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、

施行規則第15条の４の２第２項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

第44条の４ 法第352条の３の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、

施行規則第15条の４の２第２項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

（1） 略 （1） 略 

（2） 法第352条の３の規定の適用を受けよう

とする家屋(次号及び第５号において「特例適

用家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、

構造及び床面積(法附則第15条の８第１項又

は第３項の規定の適用を受けようとする者に

あつては、第50条第３項第２号又は第５項第

２号に掲げる事項) 

（2） 法第352条の３の規定の適用を受けよう

とする家屋(次号及び第５号において「特例適

用家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、

構造及び床面積(法附則第15条の８第１項又

は第３項の規定の適用を受けようとする者に

あつては、第50条第４項第２号又は第６項第

２号に掲げる事項) 

（3） 特例適用家屋を取得した年月日(法附則

第15条の６第１項若しくは第２項、第15条の

７第１項若しくは第２項、第15条の８第１項

から第３項まで、第15条の９第１項、第４項、

第５項、第９項若しくは第10項、第15条の９

の２第１項、第４項若しくは第５項又は第15

条の10第１項の規定の適用を受けようとする 

（3） 特例適用家屋を取得した年月日(法附則

第15条の６第１項若しくは第２項、第15条の

７第１項若しくは第２項、第15条の８第１項

から第３項まで、第15条の９第１項、第４項、

第５項、第９項若しくは第10項、第15条の９

の２第１項、第４項若しくは第５項又は第15

条の10第１項の規定の適用を受けようとする 
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改正前 改正後 

者にあつては、第50条第１項第３号、第２項

第３号、第３項第３号、第４項第３号、第５

項第３号、第６項第３号、第７項第３号、第

８項第３号、第９項第３号、第10項第３号又

は第12項第３号に掲げる事項) 

者にあつては、第50条第１項第３号、第２項

第３号、第４項第３号、第５項第３号、第６

項第３号、第７項第３号、第８項第３号、第

９項第３号、第10項第３号、第11項第３号又

は第13項第３号に掲げる事項) 

（4）～（6） 略 （4）～（6） 略 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告) 

第50条 略 第50条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 市長は、法附則第15条の７第１項又は第２項

の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅

については、前項の申告書の提出がなかつた場

合においても、長期優良住宅の普及の促進に関

する法律(平成20年法律第87号)第５条第４項に

規定する管理者等から、法附則第15条の７第３

項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４

項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区

分所有に係る住宅が法附則第15条の７第１項又

は第２項に規定する要件に該当すると認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、同条第１

項又は第２項の規定を適用することができる。 

３～６ 略 ４～７ 略 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該

高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条第８

項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に

提出しなければならない。 

８ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該

高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付した申告書を市長に

提出しなければならない。 

（1）～（7） 略 （1）～（7） 略 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等

住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該熱損失防止改修等住宅又は当該

熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等

住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該熱損失防止改修等住宅又は当該

熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改 
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改正前 改正後 

修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。 

修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７条

第10項各号に掲げる書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。 

（1）～（6） 略 （1）～（6） 略 

９ 法附則第15条の９の２第１項の特定耐震基準

適合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７

条第10項各号に掲げる書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。 

10 法附則第15条の９の２第１項の特定耐震基準

適合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第７

条第11項各号に掲げる書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。 

（1）～（6） 略 （1）～（6） 略 

10 法附則第15条の９の２第４項の特定熱損失防

止改修等住宅又は同条第５項の特定熱損失防止

改修等住宅専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、当該特定熱損失防

止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住

宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第７条第11項各号に掲

げる書類を添付した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

11 法附則第15条の９の２第４項の特定熱損失防

止改修等住宅又は同条第５項の特定熱損失防止

改修等住宅専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、当該特定熱損失防

止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住

宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第７条第12項各号に掲

げる書類を添付した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（1）～（6） 略 （1）～（6） 略 

11 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定

マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載し、かつ、施行規則附則第７条第16項各

号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出

しなければならない。 

12 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定

マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載し、かつ、施行規則附則第７条第17項各

号に掲げる書類を添付した申告書を市長に提出

しなければならない。 

（1）～（5） 略 （1）～（5） 略 

12 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載し、かつ、施行規則附則第７条第17項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建 

13 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載し、かつ、施行規則附則第７条第18項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建 
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改正前 改正後 

築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年

法律第123号)第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋

が施行令附則第12条第19項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付した申告書を市長

に提出しなければならない。 

築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年

法律第123号)第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋

が施行令附則第12条第19項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付した申告書を市長

に提出しなければならない。 

（1）～（4） 略 （1）～（4） 略 

（5） 施行規則附則第７条第17項に規定する補

助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

（5） 施行規則附則第７条第18項に規定する補

助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

（6） 略 （6） 略

13 略 14 略 

附 則 附 則 

(東日本大震災等に係る固定資産税及び都市計

画税の特例の適用を受けようとする者がすべき

申告等) 

(東日本大震災等に係る固定資産税及び都市計

画税の特例の適用を受けようとする者がすべき

申告等) 

第24条 法附則第56条第11項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第24条第12項第２号に

掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

第24条 法附則第56条第11項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第24条第12項第２号に

掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

（1） 略 （1） 略

（2） 法附則第56条第11項の規定の適用を受け

ようとする家屋(次号及び第５号において「特

例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種

類、構造及び床面積(法附則第15条の８第１項

又は第３項の規定の適用を受けようとする者

にあつては、第50条第３項第２号又は第５項

第２号に掲げる事項) 

（2） 法附則第56条第11項の規定の適用を受け

ようとする家屋(次号及び第５号において「特

例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種

類、構造及び床面積(法附則第15条の８第１項

又は第３項の規定の適用を受けようとする者

にあつては、第50条第４項第２号又は第６項

第２号に掲げる事項) 

（3） 特例適用家屋を取得した年月日(法附則

第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条

の８第１項から第３項までの規定の適用を受

けようとする者にあつては、第50条第１項第

３号、第３項第３号、第４項第３号又は第５

項第３号に掲げる事項) 

（3） 特例適用家屋を取得した年月日(法附則

第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条

の８第１項から第３項までの規定の適用を受

けようとする者にあつては、第50条第１項第

３号、第４項第３号、第５項第３号又は第６

項第３号に掲げる事項) 

（4）～（6） 略 （4）～（6） 略 
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改正前 改正後 

第26条 法附則第56条第14項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第24条第12項第４号に

掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

第26条 法附則第56条第14項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第24条第12項第４号に

掲げる書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

（1） 略 （1） 略

（2） 法附則第56条第14項の規定の適用を受け

ようとする家屋(次号及び第５号において「特

例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種

類、構造及び床面積(法附則第15条の８第１項

又は第３項の規定の適用を受けようとする者

にあつては、第50条第３項第２号又は第５項

第２号に掲げる事項) 

（2） 法附則第56条第14項の規定の適用を受け

ようとする家屋(次号及び第５号において「特

例適用家屋」という。)の所在、家屋番号、種

類、構造及び床面積(法附則第15条の８第１項

又は第３項の規定の適用を受けようとする者

にあつては、第50条第４項第２号又は第６項

第２号に掲げる事項) 

（3） 特例適用家屋を取得した年月日(法附則

第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条

の８第１項から第３項までの規定の適用を受

けようとする者にあつては、第50条第１項第

３号、第３項第３号、第４項第３号又は第５

項第３号に掲げる事項) 

（3） 特例適用家屋を取得した年月日(法附則

第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条

の８第１項から第３項までの規定の適用を受

けようとする者にあつては、第50条第１項第

３号、第４項第３号、第５項第３号又は第６

項第３号に掲げる事項) 

（4）～（6） 略 （4）～（6） 略 

(法附則第15条第２項第１号等に規定する条例

で定める割合) 

(法附則第15条第２項第１号等に規定する条例

で定める割合) 

第27条 略 第27条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 法附則第15条第25項第１号に規定する条例で

定める割合は３分の２とし、同項第２号に規定

する条例で定める割合は４分の３とし、同項第

３号に規定する条例で定める割合は２分の１ 

とする。 

７ 法附則第15条第25項第１号に規定する条例で

定める割合は２分の１とし、同項第２号に規定

する条例で定める割合は14分の11とし、同項第

３号に規定する条例で定める割合は12分の７と

し、同項第４号に規定する条例で定める割合は

３分の１とする。 

８ 略 ８ 略 

９ 法附則第15条第32項に規定する条例で定める

割合は、３分の１とする。 

10 法附則第15条第33項に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第15条第32項に規定する条例で定める

割合は、３分の２とする。 
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改正前 改正後 

10 法附則第15条第38項に規定する条例で定める

割合は、２分の１とする。 

11・12 略 11・12 略 
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  地方税法の改正により、再エネ設備の固定資産税について、地域決定型地方税

制特例措置（通称「わがまち特例」）の特例割合の見直し等が行われたことに伴い、

福岡市市税条例（以下「市税条例」という。）において当該特例割合を定めるもの

（議案第 113号、総務財政委員会への付託）。 

１.「わがまち特例」について

国が定める地方税制の特例措置について、国が法律で一律に定めていた特例

割合を地方自治体が自主的に判断し、法で定める上限と下限の範囲内で、条例

で決定できるようにする仕組み。 

２.再エネ設備の固定資産税に係る地方税法の改正概要※下線部が主な改正内容

(1) 太陽光発電設備※に係る課税標準の特例の見直し

特例の対象を国のソーラーカーポート補助金を活用して導入した太陽光発

電設備から、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備等に変更したう

えで、適用期限を２年延長（令和６年３月末から令和８年３月末まで、以下

同じ）するもの。 

(2) バイオマス発電設備に係る課税標準の特例の見直し

出力が 10,000kＷ以上 20,000kＷ未満のバイオマス発電設備のうち、一般木

質・農作物残さ区分に該当する一定の発電設備について、特例割合を縮減し

たうえで、適用期限を２年延長するもの。 

(3) 風力、地熱、水力発電に係る課税標準の特例の延長

風力、地熱、水力発電に係る課税標準の特例適用期限を２年延長するもの。

３.市税条例の改正概要

再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、市税条例に規定する特定再生可

能エネルギー発電設備の固定資産税に係る特例割合を、これまでの参酌基準 

から最大の軽減措置となる最小割合に改正するもの。 

再エネ設備の固定資産税に係る「わがまち特例」の見直しに伴う 
福岡市市税条例の改正 

軽量かつ柔軟性を持つ次世代型太陽電池 

であり、従来型では設置困難な耐荷重が 

小さい屋根や壁面等の場所への設置導入 

が見込まれる。令和７年に実用化予定。 

ペロブスカイト太陽電池 

※太陽光発電設備に係る固定資産税の課税対象は、事業用太陽光発電設備等であり、

住宅用設備（屋根一体型を除く）は課税対象外

＜イメージ＞ 

参考資料：生活環境委員会配布資料
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【現 行】 

特定再生可能 

エネルギー発電設備

地方税法 出力及び【特例割合の範囲】 

【括弧書の範囲内】で条例で設定 

市税条例 

固定資産税の特例割合 

太陽光 

（ｿｰﾗｰｶｰﾎﾟｰﾄ）

1,000kＷ未満  【1/2～5/6】 2/3（1/3軽減） 

1,000kＷ以上 【7/12～11/12】 3/4（1/4軽減） 

バイオマス 

（20,000kＷ未満） 

10,000kＷ未満 【1/3～2/3】 1/2（1/2軽減） 

10,000kＷ以上 【1/2～5/6】 2/3（1/3軽減） 

風力 
20kＷ未満     【7/12～11/12】 3/4（1/4軽減） 

20kＷ以上     【1/2～5/6】 2/3（1/3軽減） 

地熱 
1,000kＷ未満 【1/2～5/6】 2/3（1/3軽減） 

1,000kＷ以上 【1/3～2/3】 1/2（1/2軽減） 

水力 
5,000kＷ未満 【1/3～2/3】 1/2（1/2軽減） 

5,000kＷ以上  【7/12～11/12】 3/4（1/4軽減） 

【改 正 案】最大の軽減措置を行うため特例割合を改めるもの（下線部が主な改正内容） 

特定再生可能 

エネルギー発電設備

地方税法 出力及び【特例割合の範囲】 

【括弧書の範囲内】で条例で設定 

市税条例 

固定資産税の特例割合 

太陽光 

（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ）

1,000kＷ未満 【1/2～5/6】 1/2 （1/2 軽減） 

1,000kＷ以上 【7/12～11/12】 7/12（5/12 軽減） 

バイオマス 

（20,000kＷ未満） 

10,000kＷ未満 【1/3～2/3】 1/3 （2/3 軽減） 

10,000kＷ

以上 

下記以外 【1/2～5/6】 1/2 （1/2 軽減） 

一般木質・ 

残さ区分 

【11/14～

13/14】 

11/14 

（3/14 軽減） 

風力 
20kＷ未満     【7/12～11/12】 7/12（5/12 軽減） 

20kＷ以上     【1/2～5/6】 1/2 （1/2 軽減） 

地熱 
1,000kＷ未満  【1/2～5/6】 1/2 （1/2 軽減） 

1,000kＷ以上  【1/3～2/3】 1/3 （2/3 軽減） 

水力 
5,000kＷ未満  【1/3～2/3】 1/3 （2/3 軽減） 

5,000ｋW以上  【7/12～11/12】 7/12（5/12 軽減） 

※令和６年４月１日から令和８年３月 31日までの間に新たに取得されたものに限り、

３か年度分の固定資産税の軽減措置を行うもの。
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議案第 130 号

福岡市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 令和６年３月 30 日地方税法等の一部が改正され、一部は同年４月１日から施行される

ことに伴い、福岡市市税条例の改正を行う必要があったので、地方自治法第 179 条第１項

の規定により、福岡市市税条例の一部を改正する条例を令和６年４月１日次のように専決

処分した。 

本件は、このことについて同条第３項の規定により、議会に報告し、承認を求めるもの。 

１  用途変更宅地等の固定資産税等に関する経過措置の延長 

住宅用地から非住宅用地への変更など、用途が変更された宅地等に対して課する固定

資産税等の課税標準額について、同じ用途の周辺の宅地等との税負担の均衡を図るた

めの措置が、地方税法の改正により、令和８年度まで延長されたことに伴い、条例におい

ても同様の措置を講じるもの。

２  個人住民税の定額減税の実施に伴う規定の整備 

地方税法の改正により、個人住民税の定額減税が実施されることに伴い、個人住民税

の納税通知書の特例に関する規定等を条例に追加するもの。

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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令和６年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族１人に

つき１万円の減税を実施。※納税者の合計所得金額が 1,805 万円（給与収入 2,000 万円）以下の場合に限る。 

減税は、特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法に応じて、

実務上可能な限り早い機会を通じて行う。 

＜給与所得に係る特別徴収の場合＞ 

令和６年６月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和６年７月分から令和７年５月分まで 

の 11 か月で 均
な ら

す。 

＜普通徴収（事業所得者等）の場合＞ 

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第１期分（令和６年６月分）の税額から控除し、第１期 

分から控除しきれない場合は、第２期分（令和６年８月分）以降の税額から、順次控除。 

＜公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合＞ 

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和６年 10 月分の特別徴収税額から控除し、控除し 

きれない場合は令和６年 12 月分以降の特別徴収税額から、順次控除。 

ふるさと納税の特例控除上限額（所得割額の２割）等について、定額減税「前」の所得

割額とする。 

定額減税による個人住民税所得割の減収額については、全額国費で補塡する。 

６月分は徴収しない 

R6.6 7 8 9 10 11 12 R7.1 2 3 4 5 

６月分から控除（控除しきれない場合は８月分から順次控除） 

R6.6 8 10 R7.1 

   

R6.4 6 8 10 12 R7.2 

税
負
担

税
負
担

税
負
担

10 月分から控除（控除しきれない場合は 12 月分から順次控除） 

個人住民税の定額減税の実施方法 
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新旧対照表 

 

福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号） 

改 正 前 改 正 後 

  

附 則 附 則 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する固定資産税及び都市計画税の特例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する固定資産税及び都市計画税の特例） 

第17条 令和３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税及び都市計画税については、地

方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律

第７号）附則第14条第１項の規定により、法附

則第18条の３及び第25条の３   の規定は、

適用しない。 

第17条 令和６年度から令和８年度までの各年度

分の固定資産税及び都市計画税については、地

方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第４号）附則第21条第１項の規定により、法附

則第18条の３及び法附則第25条の３の規定は、

適用しない。 

  

 （令和６年度分の個人の市民税の特別税額控

除） 

 第40条 令和６年度分の個人の市民税に限り、法

附則第５条の８第４項及び第５項に規定すると

ころにより控除すべき市民税に係る令和６年度

分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,

805万円以下である所得割の納税義務者（次条

及び附則第42条において「特別税額控除対象納

税義務者」という。）の第18条、法第314条の

６から法第314条の９まで、法附則第３条の３

第５項、法附則第５条第３項、法附則第５条の

４の２第５項、法附則第５条の５第２項及び法

附則第７条の２第４項の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における法第31

4条の７第11項、第32条の５第１項及び法附則

第５条の５第２項の規定の適用については、法

第314条の７第11項及び法附則第５条の５第２

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

（附則第５条の８第４項及び第５項の規定の適

用を受ける前のものをいう。）」と、第32条の

５第１項中「課した」とあるのは「附則第40条

第１項の規定の適用がないものとした場合に課

すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同 
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改 正 前 改 正 後 

 項の規定の適用がないものとした場合における

前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、

附則第40条第１項の規定の適用がないものとし

た場合における前々年中」とする。 

  

 （令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に

関する特例） 

 第41条 令和６年度分の個人の市民税に限り、個

人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の

納付額については、第26条の規定にかかわら

ず、次に定めるところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額

控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額

（前条第１項の規定の適用がないものとした

場合に算出される普通徴収に係る個人の市民

税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴

収に係る個人の県民税の額（法附則第５条の

８第１項及び第２項の規定の適用がないもの

とした場合に算出される普通徴収に係る個人

の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る

森林環境税の額の合算額（以下この号におい

て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

住民税の額」という。）からその者の普通徴

収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る

個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環

境税の額の合算額を控除した額（以下この項

において「普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額」という。）がその者の特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額

を４で除して得た金額（当該金額に1,000円

未満の端数があるとき、又は当該金額の全額

が1,000円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項

において「分割金額」という。）に３を乗じ

て得た金額をその者の特別税額控除前の普通

徴収に係る個人の住民税の額から控除した残

額に相当する金額（以下この項において「第

１期分金額」という。）に満たない場合に

は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納 
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改 正 前 改 正 後 

 付額は、第25条第１項に規定する第１期の納

期（以下この項、次項及び次条第１項におい

て「第１期納期」という。）においてはその

者の第１期分金額からその者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額を控除した

額とし、その他のそれぞれの納期においては

その者の分割金額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額がその

者の第１期分金額以上であり、かつ、その者

の第１期分金額とその者の分割金額との合計

額に満たない場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第１期納期にお

いてはないものとし、第25条第１項に規定す

る第２期の納期（以下この項及び次条第１項

において「第２期納期」という。）において

はその者の第１期分金額とその者の分割金額

との合計額からその者の普通徴収の個人の住

民税に係る特別税額控除額を控除した額と

し、第25条第１項に規定する第３期の納期

（以下この項において「第３期納期」とい

う。）及び同条第１項に規定する第４期の納

期（以下この項において「第４期納期」とい

う。）においてはその者の分割金額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額がその

者の第１期分金額とその者の分割金額との合

計額以上であり、かつ、その者の第１期分金

額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額

との合計額に満たない場合には、当該納税通

知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期

納期及び第２期納期においてはないものと

し、第３期納期においてはその者の第１期分

金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金

額との合計額からその者の普通徴収の個人の

住民税に係る特別税額控除額を控除した額と

し、第４期納期においてはその者の分割金額

とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額がその 
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 者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗

じて得た金額との合計額以上である場合には、

当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額

は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期に

おいてはないものとし、第４期納期においては

その者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普

通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に

係る森林環境税の額の合算額とする。 

 ２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期か

ら法第321条の７第１項の規定により普通徴収

の方法によつて徴収されることとなつたものを

除く。）を同項の規定により普通徴収の方法に

よつて徴収する場合については、前項の規定

は、適用しない。 

  

 （令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税に関する特例） 

 第42条 令和６年度分の個人の市民税に限り、第

32条の２第１項の規定により特別徴収の方法に

よつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税（第３項において「年金所得に係

る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及

び同条第３項の規定により普通徴収の方法によ

つて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個

人の市民税の額については、次に定めるところ

による。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

（附則第40条第１項の規定の適用がないもの

とした場合に算出される第32条の２第１項に

規定する前年中の公的年金等に係る所得に係

る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課

徴収を行う森林環境税を含む。以下この号及

び第５号において同じ。）の合算額（同条第

２項の規定により給与所得及び公的年金等に

係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によつて徴収する場合には、当該所

得割額を加算した額とする。以下この号及び

第５号において「年金所得に係る所得割額及 
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 び均等割額の合算額」という。）をいう。以

下この号及び第３項第１号において同じ。）

からその者の年金所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額を控除した額（以下この項及

び第３項において「年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額」という。）がそ

の者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人

の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に

係る個人の市民税の額から特別税額控除前の

特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の

２分の１に相当する額をいう。以下この号に

おいて同じ。）を控除した額をいう。以下こ

の号において同じ。）を２で除して得た金額

（当該金額に1,000円未満の端数があると

き、又は当該金額の全額が1,000円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てた金額。以下この項において「第２期分

金額」という。）をその者の特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項におい

て「第１期分金額」という。）に満たない場

合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴

収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係

る所得に係る個人の市民税の額（以下この項

において「普通徴収対象税額」という。）並

びに第32条の３に規定する特別徴収対象年金

給付の支払をする際、特別徴収の方法によつ

て徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個

人の市民税の額（以下この項及び第３項にお

いて「特別徴収対象税額」という。）は、第

１期納期においてはその者の第１期分金額か

らその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、第２期納期においてはその者の第２期

分金額に相当する税額、当該年度の初日の属

する年の10月１日から11月30日までの間にお

いてはその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額を３で除して得た金額

（当該金額に100円未満の端数があるとき、 
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 又は当該金額の全額が100円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に２を乗じて得た金額をその者の特別

税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下こ

の項において「10月分金額」という。）に相

当する税額、同年12月１日から翌年の３月31

日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額以上であり、かつ、そ

の者の第１期分金額とその者の第２期分金額

との合計額に満たない場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期

における税額はないものとし、第２期納期に

おいてはその者の第１期分金額とその者の第

２期分金額との合計額からその者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、当該年度の初

日の属する年の10月１日から11月30日までの

間においてはその者の10月分金額に相当する

税額、同年12月１日から翌年の３月31日まで

の間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額とその者の第２期分金

額との合計額以上であり、かつ、その者の第

１期分金額、その者の第２期分金額及びその

者の10月分金額の合計額に満たない場合に

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期における税額

はないものとし、当該年度の初日の属する年

の10月１日から11月30日までの間においては

その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額及びその者の10月分金額の合計額からその

者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、 
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 同年12月１日から翌年の３月31日までの間に

おいてはその者の分割金額に相当する税額と

する。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額及びその者の10月分金額の合計額以上であ

り、かつ、その者の第１期分金額、その者の

第２期分金額、その者の10月分金額及びその

者の分割金額の合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の

初日の属する年の10月１日から11月30日まで

の間における税額はないものとし、同年12月

１日から翌年の１月31日までの間においては

その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額、その者の10月分金額及びその者の分割金

額の合計額からその者の年金所得に係る個人

の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年２月１日から３月31

日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

 (5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額、その者の第２期分金

額、その者の10月分金額及びその者の分割金

額の合計額以上である場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期

及び第２期納期並びに当該年度の初日の属す

る年の10月１日から翌年の１月31日までの間

における税額はないものとし、同年２月１日

から３月31日までの間においてはその者の年

金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

に相当する税額とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第32条

の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の10月１日から翌年の３月31日ま

での間における当該特別徴収対象年金所得者に

係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し 
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 て得た額」とあるのは、「附則第42条第１項

各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収

すべき額」とする。 

 ３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金

所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第

１項の規定の適用があるものを除く。）につ

いては、次に定めるところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個

人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得

に係る個人の市民税の額から第32条の５第１

項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額

を控除した額をいう。以下この号において同

じ。）を３で除して得た金額（当該金額に10

0円未満の端数があるとき、又は当該金額の

全額が100円未満であるときは、その端数金

額又はその全額を切り捨てた金額。以下この

項において「分割金額」という。）に２を乗

じて得た金額をその者の特別税額控除前の特

別徴収に係る個人の市民税の額から控除した

残額に相当する金額（以下この項において

「10月分金額」という。）に満たない場合に

は、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の

属する年の10月１日から11月30日までの間に

おいてはその者の10月分金額からその者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控

除額を控除した残額に相当する税額、同年12

月１日から翌年の３月31日までの間において

はその者の分割金額に相当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の10月分金額以上であり、かつ、その

者の10月分金額とその者の分割金額との合計

額に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の10月１日か

ら11月30日までの間における税額はないもの

とし、同年12月１日から翌年の１月31日まで

の間においてはその者の10月分金額とその者

の分割金額との合計額からその者の年金所得 
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 に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、同年２月１日

から３月31日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額が

その者の10月分金額とその者の分割金額との

合計額以上である場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の10月１日

から翌年の１月31日までの間における税額は

ないものとし、同年２月１日から３月31日ま

での間においてはその者の第32条の５第２項

の規定により読み替えられた第32条の２第１

項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に

相当する税額とする。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における第32条

の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の10月１日から翌年の３月31日ま

での間における当該特別徴収対象年金所得者に

係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し

て得た額」とあるのは、「附則第42条第３項各

号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべ

き額」とする。 

 ５ 令和６年度分の個人の市民税につき法第321

条の７の９第２項、法第321条の７の10第１項

並びに施行令附則第４条の10第１項及び第２項

の規定の適用がある場合については、前各項の

規定は、適用しない。 

  

 （令和７年度分の個人の市民税の特別税額控

除） 

 第43条 令和７年度分の個人の市民税に限り、法

附則第５条の12第３項及び第４項に規定すると

ころにより控除すべき市民税に係る令和７年度

分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特

別税額控除対象納税義務者の第18条、法第314

条の６から法第314条の９まで、法附則第３条

の３第５項、法附則第５条第３項、法附則第５ 
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 条の４の２第５項、法附則第５条の５第２項及

び法附則第７条の２第４項の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 
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議案第 131 号 

 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及

び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国

際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する

条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

 令和６年３月 30 日地方税法等の一部が改正され、一部は同年４月１日から施行される

ことに伴い、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく

施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国

際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例

（以下「合衆国特例条例」という。）の改正を行う必要があったので、地方自治法第 179 条

第１項の規定により、合衆国特例条例の一部を改正する条例を令和６年４月１日次のよう

に専決処分した。 

本件は、このことについて同条第３項の規定により、議会に報告し、承認を求めるもの。 

 

 

１  合衆国軍隊の構成員等が所有する自動車に係る軽自動車税（種別割）の徴収方法の見

直しに伴う規定の整備 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び

区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時

特例に関する法律の改正により、合衆国軍隊の構成員等が所有する自動車に係る軽自動

車税の種別割の徴収について、証紙徴収の方法に加え、普通徴収の方法によることがで

きることとされたことに伴い、合衆国特例条例の徴収方法の規定を改正するもの。 
 

 

２ 施行期日 

令和６年４月１日 
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新旧対照表 

 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国

における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施

に伴う福岡市市税条例の臨時特例に関する条例（昭和33年福岡市条例第42号） 

改 正 前 改 正 後 

  

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、アメリカ合衆国軍隊及び国

際連合の軍隊（以下「合衆国等の軍隊」とい

う。）の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人

用販売機関等（日本国とアメリカ合衆国との間

の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施

設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の

地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時

特例に関する法律（昭和27年法律第119号。以

下「合衆国特例法」という。）第２条第３項か

ら第６項まで及び日本国における国際連合の軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の

臨時特例に関する法律（昭和29年法律第188

号。以下「国連特例法」という。）第２条第３

号から第６号までに規定するものをいい、以下

「合衆国等の軍隊の構成員等」と総称する。）

の所有する原動機付自転車、軽自動車及び２輪

の小型自動車に対する軽自動車税の種別割の税

率に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例並びに合衆国特例法第４条及び国連特例法第

３条に基づく軽自動車税の種別割の徴収方法に

ついて福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第

53号             ）の特例を定

めることを目的とする。 

第１条 この条例は、アメリカ合衆国軍隊及び国

際連合の軍隊（以下「合衆国等の軍隊」とい

う。）の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人

用販売機関等（日本国とアメリカ合衆国との間

の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施

設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の

地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時

特例に関する法律（昭和27年法律第119号。以

下「合衆国特例法」という。）第２条第３項か

ら第６項まで及び日本国における国際連合の軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の

臨時特例に関する法律（昭和29年法律第188

号。以下「国連特例法」という。）第２条第３

号から第６号までに規定するものをいい、以下

「合衆国等の軍隊の構成員等」と総称する。）

の所有する原動機付自転車、軽自動車及び２輪

の小型自動車に対する軽自動車税の種別割の税

率に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例並びに合衆国特例法第４条及び国連特例法第

３条に基づく軽自動車税の種別割の徴収方法に

ついて福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第

53号。以下「市税条例」という。）の特例を定

めることを目的とする。 

  

（軽自動車税の種別割の徴収の方法） （軽自動車税の種別割の徴収の方法） 

第３条 合衆国等の軍隊の構成員等の所有する原

動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び

２輪の小型自動車（以下「軽自動車等」とい

う。）に対する軽自動車税の種別割は、次条で

定めるところにより、証紙徴収の方法によつて 

第３条 合衆国等の軍隊の構成員等の所有する原

動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び

２輪の小型自動車（以下「軽自動車等」とい

う。）に対する軽自動車税の種別割は、普通徴

収又は証紙徴収       の方法によつて 
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徴収する。 徴収する。 

２ 合衆国等の軍隊の所有する軽自動車等のう

ち、専ら合衆国等の軍隊以外のものが使用する

もので、合衆国特例法第４条第２項及び国連特

例法第３条第２項の規定に基づき当該使用者に

対して課する軽自動車税の種別割の徴収につい

ても前項の方法による。 

２ 合衆国等の軍隊の所有する軽自動車等のう

ち、専ら合衆国等の軍隊以外のものが使用する

もので、合衆国特例法第４条第７項及び国連特

例法第３条第２項の規定に基づき当該使用者に

対して課する軽自動車税の種別割の徴収につい

ても前項の方法による。 

  

（軽自動車税の種別割の証紙徴収の手続） （軽自動車税の種別割の証紙徴収の手続） 

第４条 前条に掲げる軽自動車等に対する軽自動

車税の種別割の              

    納税義務者は、毎年５月15日から同月

末日までに、福岡市の発行する証紙を市長から

購入して、当該軽自動車税の種別割を払い込ま

なければならない。            

                     

                     

                     

              

第４条 前条の規定により       軽自動

車税の種別割を証紙徴収の方法によって納付し

ようとする納税義務者は、毎年５月15日から同

月末日までに、福岡市の発行する証紙を市長か

ら購入して、当該軽自動車税の種別割を払い込

まなければならない。この場合において、市税

条例第62条第１項の申告書（以下「申告書」と

いう。）に、証紙の額面金額に相当する現金を

納付した後納税済の検印を受けることにより、

証紙に代えることができる。 

２ 前項の場合において、軽自動車税の種別割の

納税義務は     、購入した証紙に   

     納税済の検印を受けたときに完了す

るものとする。 

２ 前項の場合において、軽自動車税の種別割の

納税義務は、申告書に、購入した証紙を貼られ

たとき又は納税済の検印を受けたときに完了す

るものとする。 

  

（軽自動車税の種別割の納税証明書の交付） （軽自動車税の種別割の納税証明書の交付） 

第５条 道路運送車両法（昭和26年法律第185

号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車

又は２輪の小型自動車に係る軽自動車税の種別

割の納税義務者が軽自動車税の種別割に係る証

紙に前条第２項の検印を受けた場合において

は、納税証明書を交付する。 

第５条 道路運送車両法（昭和26年法律第185

号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車

又は２輪の小型自動車に係る軽自動車税の種別

割の納税義務者が前条第２項の規定により納税

義務を完了した       場合において

は、納税証明書を交付する。 
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